
 

 

２月の古紙回収は２月２日（木）、１６日（木）です。 

※正午までに紙ヒモでくくって、上秋津農村センター前へ出してください。 

 

 

 

  

■館長：芝 光治 主事：中野 旭 

■TEL 35 - 1022   ■FAX 35 – 0569  

■E-mail kamiakizu.ko@city.tanabe.lg.jp 

いきいき健康増進 ２月の予定 

    ９日（木）午後１時３０分～ 風船バレー 

      ２３日（木）お休み 

※内容は変更する場合がございますので、ご了承ください。 

上秋津幼稚園「絵本タイム」へお越しください 

 日  程  ２月１３日（月）、３月１３日（月）午後１時から  

 場  所  上秋津幼稚園 

※新型コロナウイルスの影響により中止になる場合もございますので、事前に幼稚園までご連絡

ください。（上秋津幼稚園 ＴＥＬ：３５－０３３０） 

令和５年度 市民税・県民税の申告について 

市民税・県民税の申告は、私たちのまちをより暮らしやすくするための大切な手続きです。 

申告期間は、２月１６日（木）～３月１５日（水）（土、日、祝を除く。）です。 

税務課では、下記の日程で休日申告受付及び出張申告受付を開催いたします。 

なお、マイナンバー（個人番号）の記載と、番号確認及び本人確認書類が必要ですのでご留意ください。 

■申告時に必要なもの 

 ①申告書（自宅に送付されていない方は、申告会場に用意してあります。） 

 ②源泉徴収票（無い場合は、給与明細など収入の内容がわかるもの） 

 ③生命保険料・地震保険料の控除証明書（保険会社から発行された証明書） 

 ④社会保険料の確認書・領収書等（国民年金は日本年金機構が発行した証明書等） 

 ⑤医療費控除の明細書 

 （医療費通知により、明細の記載を省略する場合には、医療費通知の原本の添付が必要です。） 

 ⑥配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の収入のわかるもの 

 ⑦営業などの事業所得や不動産所得の申告をする人は、収入・経費の明細書 

 ⑧マイナンバーと本人確認ができる書類 

  番号確認書類 本人確認書類 

マイナンバーカード

（個人番号カード）

がある場合 

○マイナンバーカード（裏面） ○マイナンバーカード（表面） 

マイナンバーカード

（個人番号カード）

がない場合 

下記のうち１点 

○通知カード 

○住民票の写し（マイナンバー

の記載があるもの） 

○住民票記載事項証明書（マイ

ナンバーの記載があるもの） 

顔写真付のものは下記のうち１点 

○運転免許証、パスポート等 

顔写真付でないものは下記のうち２点 

○公的医療保険の被保険者証、年金手帳、 

 国税・地方税・社会保険料・公共料金の 

 領収書等 

受付日 受付時間 受付会場 

２月１８日（土） 午前９時～午後３時 田辺市役所税務課 

 ⑨代理で申告される場合は、納税義務者本人のマイナンバーが確認できる書類（写しでも可） 

  ・代理人の本人確認書類・委任状が必要となります。 

【休日受付日程】 

【出張受付日程】 

※申告にお越しになる際はマスクの着用をお願いいたします。 

【問合せ】税務課市民税係 TEL：０７３９-２６-９９２０ 

受付日 受付時間 受付会場 

２月２１日（火） 午前９時３０分～正午 上秋津農村環境改善センター 

秋津谷グラウンドゴルフ大会 参加者募集 

 上秋津・秋津町・秋津川の３公民館交流行事として「秋津谷グラウンドゴルフ大会」を開催し

ます。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止とさせていただく場合がございます。あらかじ

めご了承ください。 

◇日  程  令和５年３月５日（日）< 荒天の場合は中止 > 

◇受  付  ８：３０～８：５０  ○開会式 ９：００～ 

◇会  場   田辺市若もの広場 

◇参加資格   小学生以上で秋津谷地区（上秋津、秋津町、秋津川）の在住者 

◇チ ー ム     ・１チームは４人編成とし、２名の補欠を認める。 

        ・チーム編成の男女比は問わない。 

         ・各チーム１名の記録員を選出する。 

◇競技方法   日本グラウンドゴルフ協会制定の競技規則を準用 

◇表  彰   上位１～６位  （個人表彰）男子、女子の部 各１位～５位 

       ホールインワン賞は別に表彰する。 

◇参加申込  所定の申込用紙により下記までお申込みください。（郵送、ＦＡＸ可）  

        ※申込用紙は上秋津・秋津川公民館で配布しています。  

◇申込締切  ２月２４日（金）必着 

【申込み・問合せ】◆上秋津公民館    〒６４６-０００１  田辺市上秋津２０８３－１  

                               電話 ３５－１０２２ ＦＡＸ ３５－０５６９ 
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     上秋津中学校からのお知らせ  令和５年１月２０日（金） 

       ＊＊＊ ２月の主な行事予定 ＊＊＊（変更する場合があります） 

 １日（水）明るい笑顔街いっぱい運動、交通指導、 

      ３年学年末テスト 

 ２日（木）スクールカウンセラー来校 

      ＰＴＡ委員総会（19:00～） 

 ６日（月）３年実力テスト 

 ７日（火）お別れ球技大会 

 ８日（水）交通指導 

 ９日（木）スクールカウンセラー来校 

１１日（土）建国記念の日 

１３日（月）ＩＣＴ支援員来校 

１４日（火）３年生 三者面談 

１５日（水）３年生 三者面談 交通指導 

      ＡＬＴ（ジェイ先生）来校 

１６日（木）スクールカウンセラー来校 

１７日（金）調理実習（２年生） 

１９日（日）英語検定二次試験 

２１日（火）県立高校一般出願 

２２日（水）県立高校一般出願 

２３日（木）天皇誕生日 

２８日（火）ＰＴＡ新旧役員引き継ぎ会 

 

３月 ７日（火）第７６回卒業式 

   ９日（木）県立高校入試 学力検査 

  １０日（金）県立高校入試 面接・実技 

２月４日は立春 

 立春とは二十四節気の最初の節気で、「春の始まり」であり、一

年の始まりとされる日です。梅の花が咲き始め、蟄虫も動き始め、

東風が吹き始め、氷も解け始め、魚も川を上り始め、冬の寒さが

やわらぎ始め、三寒四温の気候となり春の季節の始まりを告げる

日とされています。その前日が節分となるため、節分と立春は、

大みそかとお正月のようなものですね。 

 前日の節分には、豆（魔滅）をまいたり、イワシの頭やヒイラギを飾って、厄を払

う行事が現代まで残っています。 


